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歯科医療をめぐる情勢

～診療報酬改定などを見据えて～

2025/11/25 岩根 正和 保団連事務局（歯科担当次長）
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そもそも、国民皆保険と言われているが、現状は？

世の中は動いています まずは、現在地の確認から
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医療機関の経営危機
・2025年上半期の医療機関の倒産は35件、過去最多のペースで推移している（帝国DB）。

※物価や人件費の高騰、医療DXの費用増による収益悪化や高齢化、建物の老朽化などが背景。

・歯科診療所数は、2016年頃をピーク（68,940施設）に減少傾向が継続している（医療施設調査）。

※2023年は66,818施設、2016年比で2,122施設の減少。減少傾向は全国的な傾向。

・歯科診療所の赤字割合は42.3％（病院55.2％、医科無床診32.1％、有床診49.9％）（8/27中医協）。

※医療法人経営情報データベース（MCDB）の2023年度データ分析（個人立のデータは含まない）。

・無歯科医地区は、令和４年度調査で調査開始年（昭和59年）以降で初めて増加した（784地区）。

※歯科医師（歯科医療機関）の減少の影響の他、都市集中、高齢化、後継者不足などが背景。

※7/19-20第66回日本歯科医療管理学会学術大会にて、中国５県（17,430地区）で歯科医師が75歳で

引退・新規開業がない場合、10年後に受療困難地区が４割増（2374地区→3339地区）と報告。

国民皆保険の空洞化が進行

「保険あって医療なし」に
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厚労省「医療施設調査（動態調査）」月次データ



保険給付範囲の縮小
・高額療養費の負担限度額引き上げの動き（現在は凍結中）。

・「スモールリスクよりビックリスク」との言説が流布－保険

処方薬（OTC類似薬）の保険外しの言説として表れる。

・低診療報酬下で医師・歯科医師の中で自費診療への期待、

同調の意識が高まっている現状がある。

・選定療養の拡大が懸念－歯科で選定療養のままの項目、長

期収載品の保険外しの状況がある。

国民皆保険の空洞化が進行

「保険あって給付なし」に
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日本維新の会が４月17日の自公維３党協議で提案した28有効成

分の薬剤リストの医療費（薬剤費）削減額は合計で1543億円。国

民１人あたりの社会保険料だと、年間約1200円（月100 円）の引

き下げ効果。

日本アトピー協会の試算で軽症のアトピー性皮膚炎の患者が、

１か月で使用する保湿剤（ヒルドイド）、ステロイド軟膏（リン

デロンV軟膏0.12g）の患者負担金額は、処方薬で2970円/月額、市

販薬だと12965円/月額。差額は、月額で9995 円、年額で約12万円。

アトピー性皮膚炎の患者は、社会保険料が年間約1200円削減され

る一方で12万円の負担増となる。



資格確認のトラブル
・保団連のマイナトラブル調査（５月８日記者発表）では、「マイナ保険証の有効期限切れ」によるト

ラブルが31％・3023医療機関から報告があり、医療機関の９割でトラブルが発生。

国民皆保険の空洞化が進行

「保険あって資格なし」に
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最新の調査結果は、

集計作業中で、11

月27日に記者会見

を予定。



資格確認のトラブル
・医療機関での資格確認の方法としては、主に、①有効期限内の健

康保険証、②マイナ保険証（確認できない場合、スマホ搭載の場

合など）、③資格確認書の３つ。

・来年３月末までは、有効期限切れの健康保険証について、国保と

後期高齢の場合は、券面情報をもとに、オンライン資格確認シス

テムで資格情報を確認できればよいとする取り扱いであった。

→移行期での混乱回避のためとして、健保も上記と同様の取り扱

いとなった。

国民皆保険の空洞化が進行

「保険あって資格なし」に
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東京新聞11/14

保険証の復活を求め、署名運動実施中



保険診療がどんどんやりにくくなっていく
今までのように保険診療が受けられなくなっていく

無保険者の問題など様々な課題があって受診抑制が生じていますが、さらに、

技工の提供体制を考えると、歯科技工問題もますます深刻な状況
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必要なことは、医療・社会保障充実のための財源保障

閉塞感がある中でも、非建設的な利害対立に振り回されない考え方が必要

国費の投入を増やす
・財政審資料「OECD諸国の政府支出及び収入の関係」では、OECD31ヵ国中、日本は対GDP比で①高齢化

率はトップだが、政府の社会保障支出は８番目と低く抑制されており、②政府の総支出は19位、租税

収入は27位となっている。

※医療・介護分野は、地域の雇用創出、地域経済を支える主要産業であり、国費の投入量を増やして

支える必要がある。国費分含めて国民医療費を削減することは、そのまま医療の質の低下となる。

応能負担の税制にする
・保団連の財源提案「医療再建で国民は幸せに、経済も元気に－医療への公的支出を増やす３つの提

案［改訂版］－」を基に引き続き、検討を進めていく。

①事業主負担を増やして保険料収入を増やす

②実際の法人税課税を先進国並みに高める

③所得に応じて課税する

政府財政の使い方

政府財政の集め方
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財務省「日本の財政関連資料」2025年10月
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財務省「日本の財政関連資料」2025年10月
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財務省「日本の財政関連資料」2025年10月



12
厚労省HP「給付と負担について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21509.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21509.html


期中での改定、緊急の財政措置
診療報酬の大幅引き上げ、不合理是正が必要

政府財政の使い方 社会保障充実のために財政上の予算確保を

医療機関の窮状とその改善の意向を世論化し、診療報酬引き上げなどへの運動を推進
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次回改定がどのようになるか、審議状況を確認

そうした中、７月の中医協総会から個別テーマでの審議開始

引き続き「機能強化・分化・連携」「口腔機能管理」「デジタル化」などがテーマに
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2026年度診療報酬改定のスケジュール
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デジタル化（医療DX）

・情報通信機器を使用したリモートでの診察など（前回改定で歯科でもパンデミック対応として新設）。

・CAD/CAM、光学印象、3Dプリンターなどデジタル機器の活用。

※3Dプリンター有床義歯が期中に保険導入（12/1適用）、本体改定時に施設基準化含め整理される。

※CAD/CAM冠の要件を簡素化し、CAD/CAM冠にも光学印象を適用拡大する。

※高強度硬質レジンブリッジの見直し（理工学会・補綴学会が材料要件に係る基本的考え方を提示）。

リハ、栄養管理、口腔管理での連携

・リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の新設（必要な歯科受診を促す）。

・かかりつけ歯科医の機能の推進（口管強の届出医療機関への評価）。

・糖尿病、認知症などの医科疾患、障害をもつ患者に対して医歯薬連携、医療介護連携を推進。

※薬局との薬剤情報の共有の推進。

※歯周病ハイリスク患者加算で医科へのフィードバックを要件化する。

・入院では、歯科併設の病院での歯科職種が関与しやすくなる対応、医科病院への歯科診療所の訪問診療

の促進、周術期・回復期の口腔機能管理で計画変更した場合の点数評価。

改定内容に係る論点整理 ※予測も含めて
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・2026年度の歯科診療報酬改定は、大幅な変更というよりも、この間のテーマを引き継ぎつつ、

細かい運用を見直す改定となるのではないか。

・これまでがどのような取り扱いであったかということも含めて内容整理が求められる。



改定内容に係る論点整理 ※予測も含めて
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歯科疾患・口腔機能の管理等の生活の質に配慮した歯科医療

・歯管の初診月減算の廃止、義歯のみの場合でも算定可にする。

・不全症・低下症の場合での小機能・口機能が算定できない場合を是正する。

・義管を一口腔単位でなく装置単位の算定に整理する。

・小児義歯の適用拡大、保隙装置との整理、保隙装置の修理や調整を評価する。

・SPTとP重防を一本化する。周術期等から管理を開始した患者も算定できるようにする。

・クラスプやバーに使用する金属を基本的に鋳造用コバルトクロム合金にしていく。

※日歯の中医協委員から金パラで製作する必要がある場合もあり、一定の配慮を求めた。

・処置、歯冠修復および欠損補綴の項目で麻酔薬材料が算定できないと規定されている項目の見直し

・補管の対象の見直し

※例）硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠、全てのブリッジ（高強度硬質レジンブリッジを含む）

・歯科矯正相談料の質の担保、保険矯正の対象疾患に「連続する３歯以上の先天性欠損歯を有する患者」

を加える。

コ・デンタルの評価

・歯科衛生士が実施する口腔機能指導加算を加算でなく独立点数化して、実地指の算定の有無に左右され

ないようにする。

・歯科技工士連携加算の算定対象の拡大

※現在の印象採得、咬合採得、仮床試適時に加えて、補綴時診断の際も対象に加える。



在宅医療

・実施医療機関を増やすことを目的に歯援診、歯援病の要件の見直し。

※歯援病は、実態に合わせて紹介対応の実績を加味した要件緩和など。

・少人数の訪問診療の評価（予定外で歯科訪問診療２になった場合の20分要件の緩和）。

・歯科訪問診療料と訪問歯科衛生指導料の評価区分の整理。

・複数名訪問歯科衛生指導加算の見直し（居宅療養管理指導費算定時のみなし規定）。

・在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、歯科医師の指示をうけた歯科衛生士でも可能にす

る、カンファレンス等の参加をオンラインのみでも認めるようにする。

その他について

・歯科点数表で、「歯科点数表で解釈が示されていない内容」「内容が類似する項目や複数年にわたり算

定実績がない項目」「算定告示名と算定要件が一致していない項目」などが見直しされる。

上記以外の項目

・障害者歯科専門医療機関の評価

・巡回車の活用

医療従事者の処遇改善

・基本診療料、歯冠修復・欠損補綴の引き上げ、ベア評価料での対応。

改定内容に係る論点整理 ※予測も含めて
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タスクシフトを含む業務のあり方、需給状況が検討・対応

歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士を対象として
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歯科医療提供体制に係る議論
歯科医師
・「歯科医療提供体制等に関する検討会」にて、「中間とりまとめ」（24/5/27）がされ、第10回検討会

（24/12/25）で歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士、歯科診療所・病院歯科・歯科技工所を対象とした

実態調査の実施が決定。以降で調査が実施・集約がされている。

・同検討会のもとに７月に「歯科医師の適切な配置等に関するワーキンググループ」が設置。検討会・WG

が合同開催（9/30）で新潟、島根、兵庫などの事例をヒアリング。

歯科衛生士
・「歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会」は、「歯科衛生士の浸潤麻酔の実施に向け研修プログ

ラム（例）」（6/20）をこれまでの検討会を踏まえて取りまとめた。

・以降は、同検討会にて「近年の歯科保健医療のニーズの増加を踏まえた歯科衛生士の需給の検討」「歯

科衛生士の人材確保に関する検討」を議題にするとしている。

歯科技工士
・「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」は、中間報告（22/2/10）としてリモートワークや

歯科技工所間連携に関する取扱いを整理。その後では、先行して「情報提供のあり方（広告の運用見直

し）」「歯科技工を行う場所」「歯科技工士の業務」「教育内容」等を議論、その後「歯科技工士の需

給」「人材確保対策」等を検討する流れとなる。

※「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針（歯科技工広告ガイドライン）」（10/2） 20



21厚労省「歯科医療提供体制等に関する検討会の今後の進め方について」
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厚労省「歯科医療提供体制等に関する検討会の今後の進め方について」



厚労省の審議会などでは

・CAD/CAMなどのデジタル機器の利用拡大にともなうリモートワークや技工所間の下請けに係る制度の整

備が行われている。

・「歯科技工を行う場所」の論点では訪問診療時の歯科技工士の業務、「歯科技工士の業務」の論点では

対面行為にかかる内容も含めて議論されていく。

参考 歯科技工士法の抜粋

第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充

てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師（歯科

医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。）がその診療中の患者のために自ら行う行

為を除く。

２ この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とす

る者をいう。

３ この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行

う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診

療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。

第二十条 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬こう合採得、試適、装着その他歯

科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

歯科技工の業務のあり方について
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・2024年に保団連が実施した全国歯科技工所アンケート調査では、歯科技工士の長時間労働・低賃金の実

態が明らかになっている。

・労働環境の改善のためにも、委託技工料金の適正化（ルール化）、診療報酬上の適正評価（点数の引き

上げ）が必要となる。

・政府は、この間に委託技工料金の適正化、診療報酬上の適正評価に係る議論を避け続けている。

※2024年度診療報酬改定では、賃上げ対応の一環として、歯科技工所勤務の従業員向けに歯冠修復・欠

損補綴の診療報酬を引き上げた。

政府が正面から議論しない歯科技工問題
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・保団連で４月24日におこ

なった記者会見を皮切り

に、各地でも記者会見の

実施と報道が相次ぐよう

になり、歯科技工士の置

かれている状況が広く知

られるようになってきた。

歯科技工問題に係る報道が相次ぐ
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５月７日放送、MBSNEWSチャンネルの

YouTube動画は10万回再生



厚労省の審議会などでは

・厚労省は、歯科衛生士が歯科診療の補助行為として浸潤麻酔行為を一部実施している状況下で、その安

全性への危惧の声が寄せられているとして、2024年12月から検討会で対応方を審議。

・対応方では、卒前教育の充実も指摘されているが、現に歯科衛生士による浸潤麻酔行為が一部実施され

ていることへの対応として、患者に対して局所麻酔行為を安全に行うにあたり必要な知識・技術を習得

するために求められる具体的な研修内容を示すこととし、2025年６月20日付けで「『歯科衛生士による

浸潤麻酔の実施に向けた研修プログラム（例）令和７年度版』ついて」を発出した。

参考 歯科衛生士法の抜粋

第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師（歯科医業

をなすことのできる医師を含む。以下同じ。）の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処

置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。

２ 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十一条第一項及び

第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。

３ 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をな

すことを業とすることができる。

歯科衛生士の業務のあり方について
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歯科衛生士の業務範囲の３層構造

法律により対象業務を規定

厚労省が業務内容の適否を判断

診療現場で状況に応じて実施を判断

・歯科衛生士法の第２条で対象業務を規定

【１項】歯科予防処置 【２項】歯科診療補助 【３項】歯科保健指導

・補綴や矯正、レントゲン撮影など他の法律等で定めのあるものは対象外

・医政局が法律との関係で各業務内容が合法か違法かを判断

・保険局が保険診療との関係で範囲か否か、要件などを規定

・指導監査室は指導実施において関与

・日本歯科医師会や日本歯科学会などにおいて一般的な考え方が例示

※学会による「絶対的歯科医行為」「相対的歯科医行為」の判断

・最終的には、各歯科医療機関の歯科医師の判断で歯科衛生士の業務

内容が決まっていく

白黒つけるのは厚労省

グレーゾーンは現場判断

・歯科衛生士の業務範囲は、位置づけにおいて下記のような３層構造となっている。
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第十三条の二 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当っては、主治の歯科医師の指示があ
った場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品につい
て指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれ
のある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつ
かえない。

・上記の法文から、歯科診療の補助に該当するものは、「主治の歯科医師の指示があること」
「歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのない行為であること」が条件と
なる。診療行為ごとの規定はされていない。

・医政局としても歯科衛生士の歯科診療の補助に該当するかは上記の判断基準に基づいて、判
断していると思われるが、個別の判断となっており、どこまでが歯科診療の補助となるか不
明瞭となっている。歯科医師が行うのではなければ衛生上危害が生ずるおそれのある行為か
否かの判別リストのようなものは公に示されていない。

歯科診療の補助の内と外
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「麻酔行為について」
(昭和四〇年七月一日)

(医事第四八号)
(日本麻酔学会長あて厚生省医務課長回答)

照会
麻酔行為は患者に麻薬及び患者に麻薬および毒劇薬を施用する医行為であり、またその実施中は常時高度の医学的知識および技術と細

心の注意をもって患者の状態を監視し、その変化に即応して適当な措置を講ずる必要のある医行為であると考えるが、左記のものはそれ
ぞれ法違反であり、麻酔の施行にあたっては不適当であると思うが御回答願いたい。

記

１ 医師、看護婦または准看護婦でない者が、医師の指示の下に業として麻酔行為の全課程に従事すること。
２ 看護婦が業として麻酔行為を行なうこと。
３ 吸入法による麻酔の下に患者を手術する場合、手術実施中の医師が麻酔について指示することは実態上不可能と考えられるが、手

術実施中の医師の指示の下にと称して医師でない者が、当該麻酔行為を行なうこと。

回答
１ 麻酔行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護婦、准看護婦または歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、

業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に違反するものと解
される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様によるものと解される。

２ 看護婦が、診療の補助の範囲を超えて、業として麻酔行為を行うことは、医師法違反になるものと解される。
３ 御設問の場合において、実態上医師の指示がないか、又は医師が指示することが通常不可能と考えられる状態において、医師でな

い者が麻酔行為を行なうことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するものと解される。

麻酔行為に対する過去の疑義照会と回答
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歯科衛生士の浸潤麻酔行為について

法律により対象業務を規定

厚労省が業務内容の適否を判断

診療現場で状況に応じて実施を判断

・治療行為なので、歯科衛生士法の第２条２項に歯科診療の補助に該当

・付随して歯科衛生士法の第13の２おける規定も関連

・医政局は、歯科衛生士法の第２条２項の歯科診療の補助に該当し、歯科

医師の指示があり、歯科医師が行うのでなければ衛生上危害生じるおそ

れのない行為と解釈。

・ただし、積極的に推進するものではないと、消極的な容認を行っている

。安全性の担保として、研修プログラムを整備しようとしている。

・保険局の見解は、現時点では未確認。

・日本歯科医師会や日本歯科学会が示す「絶対的歯科医行為」「相対的歯

科医行為」においては、学会によって意見が分かれている。

・民間の研修プログラムを修了したとして、一部の歯科医療機関では歯科

衛生士の浸潤麻酔が実施されている。

白黒つけるのは厚労省

グレーゾーンは現場判断

・浸潤麻酔行為の解釈について当てはめると下記のような考え方となる。
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・先述の「歯科衛生士の診療の補助業務についての考え方」（平成20年6月16日・日本歯科医学
会）では、歯科衛生士の浸潤麻酔行為の評価については「絶対的歯科医行為と相対的歯科医
行為と意見が分かれたもの」として整理されている。

・なお、日本歯科医師会が1970年（昭和45年）12月に歯科医師会、歯科衛生士教育関係者に是
認されている歯科診療の補助業務を紹介した参考資料では、「局所麻酔薬を歯肉注射する」
は「範囲外」とされている。

浸潤麻酔行為に対する学会での見解の相違

学会名 診療行為 歯科医行為
歯科衛生士の経験・能力

要経験 要研修

日本補綴歯科学会 支台歯形成の前準備（除痛・浸潤麻酔を含む） 相対的 ○

日本口腔外科学会 浸潤麻酔 相対的 ○

日本歯科保存学会 浸潤麻酔 相対的 ○ ○

日本老年歯科学会 浸潤麻酔（スケーリング等歯科衛生士業務遂行のため必要な場合） 相対的 ○

日本歯周病学会 歯頸部歯肉への浸潤麻酔 絶対的

日本歯科保存学会 下顎孔伝達麻酔 絶対的

日本歯科麻酔学会 局所麻酔（浸潤麻酔・伝達麻酔） 絶対的

日本口腔インプラント学会 浸潤麻酔 絶対的
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・社会的な必要に応じて、歯科衛生に係る業務の法整備が進められ、主に下記のような歯科
衛生士法の制定・改正が実施されてきた。

歯科衛生士法の主な変遷

前史 アメリカでの進展
・歯科衛生士という職業が1913年（大正２年）にアメリカで誕生
・1919年（大正８年）にアメリカ留学していた歯科医師の岡田満氏が日本の歯科医師会で歯科衛生士
の活動を紹介

1947年（昭和22年） 保健所法改正 ・戦後に公衆衛生の悪化への対策として、保健所業務に歯科衛生が追加

1948年（昭和23年） 歯科衛生士法制定

・保健所で歯科予防処置を主な業務とする国家資格の職種として歯科衛生士が誕生

・当初は２年制の養成課程が定められていたが、実際には１年制でスタート
・1949年（昭和24年）開校の東洋女子歯科厚生学校が日本で初めて歯科衛生士を養成
・1950年（昭和25年）に最初の歯科衛生士が誕生
・1951年（昭和26年）に日本歯科衛生士会が設立
※保健所以外で病院、診療所に勤務する歯科衛生士もいたが、この時点では診療の補助業務は看護師
の独占業務であり、歯科衛生士は実施できなかった

1955年（昭和30年） 歯科衛生士法改正

・病院や診療所での従事者の増加を受けて歯科診療の補助が歯科衛生士の業務に追加された

※保助看法に準拠するかたちで歯科衛生士に歯科診療の補助を認める
※併せて、保助看法の準用規定と横並びとし、男性歯科衛生士を認める準用規定を附則に追加

1989年（平成元年） 歯科衛生士法改正
・歯科保健指導が歯科衛生士の業務に追加され、歯磨きの方法を教えるなどの活動も実施
※現在に通じる歯科衛生士の業務３本柱が整備される
※その後、国家試験制度が整備され、1992年（平成４年）に第１回歯科衛生士国家試験が実施

2014年（平成26年） 歯科衛生士法改正

・法第２条第１項の歯科医師の「直接の指導に」を「指導に」に改正
・歯科衛生士の定義を「女子」から「者」に改正し、さらに男性も歯科衛生士になれることを明確化
※最初の男性歯科衛生士は2013年（平成25年）に誕生

・2010年度（平成22年度）には全ての歯科衛生士学校が２年制から３年制に移行
・2011年（平成23年）には「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定
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保険でより良い歯科医療を実現する様々な運動の推進
歯科医療費総枠拡大アクションプランの推進

国民皆保険の仕組みを形骸化させない、患者の医療アクセスを確保する

協会・医会、保団連の社会的な役割は、ますます重要になっています
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ご清聴ありがとうございました。
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